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地方財務会計制度の見直しに当たって 

 

一 発生主義の導入について 
 

１ 課題提起 

発生主義の導入により作成される財務諸表では、現金主義では困難であった正 

確なコスト・資産情報の把握が可能となり、わかりやすい財務情報の開示と資

産・債務改革などを通した財政の効率化・適正化を目指すこととされているが、

一方で、その調製にあたっての業務量等が膨大であることから、その活用の実態

と効果について検討する。 

 

２ 現状分析と考察 

発生主義の導入による財務諸表の整備について 

⑴ 背景 

  「簡素で効率的な政府」を実現し、債務の増大を圧縮する観点から、「行政

改革の重要方針（H17.12.24閣議決定）」及び「行革推進法案」では、地方にお

いても国と同様に資産・債務改革に積極的に取り組むものとされており、また

世代間負担の衡平や決算情報の活用等がこれまで以上に重視される背景から、

企業会計手法を活用した財務諸表の整備が求められている（同時期に夕張市の

不適正経理問題が話題となり、後に施行される財政健全化法にも大きく影響を

与えている）。 

  財政健全化法についても、同様の経緯の中で施行されているが、法の議決に

際して、衆・参議院にて附帯決議がなされており、その中に「地方自治体にお

いて、企業会計を参考とした～その他の財務書類の整備の即進を図る措置を講

じること（略）」と述べられており、併せて財務諸表の整備について要請がさ

れていたところである。 

⑵ 財務諸表の作成目的・効果・活用等 

総務省の「地方公会計の整備促進に関するワーキンググループ」より示され

ている、“地方公共団体における財務書類の活用と公表について”では、財務

諸表の作成目的・効果・活用について下表のとおり記されている。 

“地方公共団体における財務書類の活用と公表について（H22.3）” 

目 的 
Ⅰ 説明責任の履行 

 ⇒財務情報の分かりやすい開示 

資料３  石川専門委員提出資料 
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（地方公共団体の説明責任の履行に資する） 

Ⅱ 財政の効率化・適正化 

 ⇒①資産・債務管理、②費用管理、③政策評価・予算編成・決算分析との関係付

け、④地方議会における予算・決算審議での利用 

（内部管理強化を通じて最終的に財政の効率化・適正化を目指す） 

効 果 

Ⅰ 発生主義による正確な行政コストの把握 

Ⅱ 資産・負債（ストック）の総体の一覧的把握 

Ⅲ 連結ベースでの財務状況の把握 

活 用 
Ⅰ 分析とわかりやすい公表 

Ⅱ 内部管理（マネジメント）への活用 

 

⑶ 考察 

・考察①：現金主義による財政公表の意義 

     発生主義は、正確な行政コストの把握、資産・負債ストックの把握等が期

待できるものである。 

一方、単年度予算の財政活動を見据える上では、現金主義の方が単年度の

現金の出し入れについて、いわゆる家計簿やお小遣い帳のように理解しやす

い内容となっており、議会審議や住民へのわかりやすい説明に資するもので

ある。 

しかしながら、地方自治法及び施行令に基づく予算・決算説明書類等だけ

では正確な行政コストの把握、資産・負債ストックの把握等の住民への説明

資料として不十分であることから、本市では別紙（10ページ）のとおり、主

要事業や予算額などの概要を分かりやすく情報提供するために、当年度の予

算を説明した予算の概要などを作成しており、その内容には市債の残高の推

移や本市の今後５ヵ年の収支状況を想定した中期見通しを掲載するなど、住

民へのわかりやすい情報としているところである。 

    

・考察②：発生主義による新たな財務情報の意義 

     現金主義から発生主義を導入することで、財務諸表上の情報としては、資

産・債務（ストック）情報が整備されること、減価償却のように現金の支出

を伴わないコストを加味することで、より適正なコスト計算が把握できると

されている。 

   しかし、現金主義による財務諸表であっても、例えば決算にかかる財産に

関する調書で財産について時価評価などを行い、評価額を適宜記載すること

で、必要な情報が整備されると考える。 

   また、将来の債務に関する情報としても、既に現行で財政健全化法に基づ
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く健全化判断比率として将来負担比率などを算定していることから、これら

を併せて調書として添付することで足りるのではないかと考える。 

 

・考察③：財務諸表の活用方法・時期 

     財務諸表の作成目的は、住民への説明責任のほか、政策評価・予算編成及

び、議会での審議における利用などがあげられているが、そもそも議会への

報告等が法律上義務付けられておらず、本市としては従前の資料等で審議を

行っているのが現状である。 

また、財務諸表の作成方法については基準モデル・総務省方式改訂モデル

（以下「改訂モデル」）の２通りが示されており、例えば政令指定都市間で

も採用しているモデルが統一されてないことから、その比較についても困難

である（特に、改訂モデルでは資産評価の整備状況について固定資産台帳の

段階的整備を求められており、自治体間でその状況によっては単純な比較が

適当でない可能性もある）。 

なお、財務諸表の作成時期についても、活用目的などに照らせば、決算議

会時期や予算編成時期などには完成・分析を終える必要があるが、とりわけ

地方財政状況調査を用いる改訂モデルについては、その業務量などから活用

のタイミングに公表のタイミングを合わせることが困難であり、過半の政令

指定都市では１月以降に公表しているのが実態である。 

したがって、財務諸表は、作成に関するスケジュールや業務量を勘案する

と、発生主義の利点を活かし、現金主義に基づく現行の公表様式に所要の改

定をする方法が適当と考える。 

 

   ・考察④：決算評価の充実 

     監査委員が決算を審査するにあたり、本市では監査委員が決算分析を行っ

た上で、評価・意見を記載した意見書を作成しているが、細かい数字のチェ

ックに追われ、建設的な意見を付すには時間的な制約があるところである。 

財政当局が決算分析・評価を行ってその資料を監査委員に提出し、その決

算分析等に対して監査委員がより高い見地から意見を付すことにより、決算

情報の充実を図ることができるものと考える。 

    

 ３ 改革の方向性 
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総務省が定めた「地方行革新指針」の要請により地方団体が作成している財務

諸表の目的は、いわゆる健全化法に基づき算定する健全化判断比率などをもって

ある程度補うことが可能と考えられることから、調製にあたっての業務量と効果

を検証のうえ、以下に掲げる所要の規定整備により対応を改めるべき。 

   また、決算審査にあたっては、財政当局が決算にかかる分析・評価を行い、そ

れについて併せて資料提出することを義務付けるべき。それにより、監査委員の

意見は、決算の数値が適正であるかどうか及び財政当局の行った分析・評価が妥

当かどうかなど、より高い見地からのものとなる。 

 

① 決算を議会の認定に付するに当たって提出する政令に定める書類に「財政

健全化指標に関する調書」を追加 

 （関連 地方自治法第２３３条⑤、地方自治法施行令第１６６条②等） 

 

② 保有する資産の価値を明らかにするため、同｢財産に関する調書」様式に時

価価額の記載欄を追加 

（関連 法第２３３条⑤、令第１６６条②、施行規則第１６条の２等） 

※ なお、時価の把握には一定の時間等を要すると考えられることから、当分

の間、簿価によることができる旨の経過措置の規定を併せて整備 

 
③ 地方公共団体の長が決算を監査委員の審査に付するに当たって提出する資

料に決算の分析・評価を加えるよう規定を追加 

      （関連 地方自治法第２３３条②、地方自治法施行令第１６６条②等） 

 
④ 住民へのわかりやすさに配慮した書類を整備するため、次に掲げる所要の規

定を追加 

     

・ 予算を調製し議会の議決を経るにあたって提出する政令に定める書類等

に、市債残高の推移、中期にわたる収支見通し、中期の事業計画を追加 

      （関連 地方自治法第２１１条②、地方自治法施行令第１４４条） 
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二 歳入歳出科目の款項目節区分について 
 

１ 課題提起 

地方自治法施行規則により、歳入歳出科目の区分は以下のとおりとなっている。 

・歳入科目・・・款項目節ともに種類別に分類 

・歳出科目・・・款項目は目的別、節は性質別に 28 節に分類 

地方財務会計制度の見直しにあたって、効率的に業務を執行するための区分と

なっているかどうか、住民へのわかりやすさが十分考慮された区分となっている

かどうかについて検討する。 

 

２ 現状分析と考察 

 ⑴ 現行法規 

歳入歳出予算の

款項目及び歳入

予算の節 

歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分

は、別記のとおりとする。（自治則 １５） 

 ⇒区分変更もありうるという解釈 

歳出予算の節 

歳出予算に係る節の区分は、別記のとおり定めなければならない。

（自治則 １５②） 

 ⇒区分変更不可能との解釈 

 

⑵ 歳入歳出科目の分類の意義 

  予算の使途を明確にするとともに、目的別の予算の比重を知ることができる。

また、歳出を性質別に分類することにより、財政状況の分析に役立ち、結果を

もとに財政運営の指針を見つけ出すことができる。 

 

⑶ 札幌市における歳入歳出科目の考え方 

 ① 歳入歳出科目の運用 

上記のとおり、歳入科目の款項目節及び歳出科目の款項目の区分は、地方

自治法施行規則で規定されているが、各地方公共団体において区分の変更が

可能と解釈されており、各団体で、市民視点でのわかりやすさに主眼を置き、

実情に応じて運用していると思われる。 

（本市における款の設定例：保健福祉費、環境費、経済費、職員費） 

   一方、類似した性質をもつ歳出科目の節が散見されており、事務担当者の

混乱を招いていることから、統合の可能性を検討する必要がある。 
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 ② 地方財政状況調査との整合性 

   歳入科目の款項目節及び歳出科目の款項目について、国と各地方公共団体

で異なる区分を設けているため、自治体が地方財政状況調査を作成するにあ

たっては、例えば、国の基準にあわせ、普通建設事業費や維持補修費等に該

当する金額の抽出など、多数の組み替え作業を要し、その業務量及びコスト

は膨大なものとなっている。こうした課題を解決すべく、区分について国と

地方公共団体との整合性を図り、効率的に業務を進めていけるよう検討する

必要がある。 

 

⑷ 国による一括交付金化の動きについて 

   現在、地域主権戦略会議(H21.11.17 閣議決定に基づき設置)において、省庁

ごとに自治体へ配布している補助金を大まかな分野ごとに再編・統合し、分野

内であれば自治体の判断で自由に使えるようにするという「一括交付金」制度

について議論が進められているところである。地域主権戦略大綱（H22.6.22

閣議決定）においては、「平成 23 年度から一括交付金を導入する。国と地方の

役割分担や地方の事業実施体制の在り方等を踏まえ、一括交付金の制度設計に

ついて、地域主権戦略会議を中心に関係府省と共に検討し、予算編成過程を通

じて一括交付金化の内容を決定する。」と明記されており、今後の動向が注目

されている。 

 

 ３ 改革の方向性 

  ①  歳出科目の節区分は変更不可能とされているが、上記課題に対応するよう、

下記案をはじめとした、よりわかりやすく、実務の実態に応じた区分に改正す

べき。 

併せて、使途の透明性を確保し、従前どおり厳格な予算執行管理に努めてい

く必要がある。 

 

＜案＞  

・ 地方財政状況調査との整合性を図るため、節区分について、国が同調査

にて用いている歳出の性質的区分と一致させる。 

例：普通建設事業費、維持補修費に相当する節等を新設 
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② 上記で述べたとおり、国による一括交付金の導入が検討されていることを踏

まえ、歳入科目「国庫支出金」における「国庫補助金」、「国庫交付金」につい

て一元化を図るべき。 

三 複数年度予算について 

 

１ 課題提起 

以下の課題の解決を可能とする予算制度について検討する。 

・ 繰越手続きの簡素化による弾力的な予算執行 

・ いわゆる年度末の使いきり、ムダな予算執行の排除 

 

２ 現状分析と考察 

  ⑴ 現行法規 

 

    

 ⑵ 会計年度の意義・背景 

  現行では、会計年度独立の原則により毎会計年度予算を調製しているが、会

計年度の意義は、 

・ 一定期間を単位とした財政的な計画のもとに、地方団体の経済的な活

動を規制し、その実績を明確にすること 

・ 公経済の一体性重視の観点から、始期・終期とも国と同一としている 

 といわれている。 

  地方公共団体の会計年度は、旧自治法では政府の会計年度とされていたが、

昭和 38 年の改正によって毎年 4月 1日に始まり翌年の 3月 31 日に終わると明

予算の事前 

議決の原則 

普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度

開始前に、議会の議決を経なければならない。（自治法 211） 

会計年度 

独立の原則 

・  各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、こ

れに充てなければならない。（自治法 208②）  

・  毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度にお

いて使用することができない。（自治法 220③）  

 

（例外）  

・  継続費の逓次繰越（自治令 145）  

・  繰越明許費（自治法 213、自治令 146）  

・  事故繰越（自治法 220③）  

・  各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度

の歳入に編入しなければならない。  

など  
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定され、会計年度の始期については、明治 21年に市制、町村制が、明治 23年

に府県制が定められ、そこで 4月から翌年 3月までと定めた経緯がある。 

会計年度の変更については、昭和 34 年の地方財務会計制度調査会、同 39 年

の臨時行政調査会においても取り上げられ、社会慣習に及ぼす影響が大きいこ

と等からその採用は困難であるとされた経緯があるようであるが、本市におい

ては、現行の始期・終期で特段支障は見当たらない。 

   

  ⑶ 「会計年度独立の原則」の意義と問題点 

会計年度独立の原則は、例えば、本年度の歳出を翌年度の歳入から支出した

り、本年度の歳入を前年度の歳出の財源に充当したりするようなことは、財政

自体の計画を乱すばかりでなく、歳入歳出の均衡と財政の統制を確保するため

に設けられた会計年度の趣旨に根本から反することとなるため設けているも

のである。しかしながら、あくまで原則を貫きとおすとかえって不利、不経済

となる場合もあるため、特に例外を認めて、財政の効率的運用を図ることとし

ている。 

その一つとして、継続費の逓次繰越、繰越明許費、事故繰越があるが、逓次

繰越と繰越明許は予算の内容であることから、議決の手続きを要し、弾力的で

機動的な予算執行には一定の制約がある。また、事故繰越は予算執行に係るも

のであり、予算で定めることを要しないが、年度内に支出負担行為をし避けが

たい事故のため年度内に支出を終わらなかったものを対象とすることから、一

定の制限があるところである。 

繰越議決の手続きには相当時間を要することから、本市の場合、事業部局が

年度末より数ヶ月も前の時点で繰越の可能性のある事業を見込まざるを得な

い状況である。 

また、全国的には、年度末の不用額を極力出さないための、いわゆる使いき

り予算が散見され、それがムダな予算の執行とも批判されているところである。 

歳出予算の経費とその歳出に充てるために必要な財源は、一度議決を経てい

るものであることから、その事業目的が継続する限り、地方公共団体の長に繰

越に係る裁量を拡大すべきと考える。 

 

 ３ 改革の方向性 

会計年度独立の原則を堅持しつつ、上記のような課題を解決するための方策と
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して、繰越明許費の制度を次のように改めるべき。 

 

・ 繰越明許費は、「歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由

に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、翌年度に

繰り越して使用することができるもの」とし、現行規定にある「予算に定める

ところにより」の部分を削り、地方公共団体の長の判断で繰り越すことができ

るよう改める。（関連 地方自治法第２２０条③ただし書き） 

 

・ 事故繰越は、現行規定のとおり。 

   

  ・ したがって、制度上、一事件につき最大２ヵ年度の繰越が可能（＝現行と変

わらず）。 



地方自治法 地方自治法

　各会計予算

　歳入歳出決算書

　各会計予算説明書

歳入歳出事項別明細書 　歳入歳出決算事項別明細書

給与費明細書 　実質収支に関する調書

継続費に関する調書 　財産に関する調書

債務負担行為に関する調書

市債に関する調書 　各会計決算審査意見書

各会計決算説明書

　目ごとに、決算額等を掲載したもの

局別施策の概要

　各担当部局ごとに、具体的な事業名、

地方自治法施行令 　事業内容、決算額等を掲載したもの

地方自治法施行令

　決算の概要
予決算の状況、市債の現在高、主要財政

指標の状況や歳入・歳出の概要等につい

て、よりわかりやすく掲載したもの。

地方自治法に基づき作成する予算・決算に関する説明書等（札幌市）
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(決算)
第二百三十三条　会計管理者は、毎会計年度、
政令の定めるところにより、決算を調製し、出
納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で
定める書類とあわせて、普通地方公共団体の長
に提出しなければならない。
２　普通地方公共団体の長は、決算及び前項の
書類を監査委員の審査に付さなければならな
い。
３　普通地方公共団体の長は、前項の規定によ
り監査委員の審査に付した決算を監査委員の意
見を付けて次の通常予算を議する会議までに議
会の認定に付さなければならない。
４　前項の規定による意見の決定は、監査委員
の合議によるものとする。
５　普通地方公共団体の長は、第三項の規定に
より決算を議会の認定に付するに当たつては、
当該決算に係る会計年度における主要な施策の
成果を説明する書類その他政令で定める書類を
併せて提出しなければならない。

(決算)
第百六十六条　普通地方公共団体の決算は、歳
入歳出予算についてこれを調製しなければなら
ない。
２　地方自治法第二百三十三条第一項及び第五
項に規定する政令で定める書類は、歳入歳出決
算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財
産に関する調書とする。
３　決算の調製の様式及び前項に規定する書類
の様式は、総務省令で定める様式を基準としな
ければならない。

(予算に関する説明書)
第百四十四条　地方自治法第二百十一条第二項
に規定する政令で定める予算に関する説明書
は、次のとおりとする。
一　歳入歳出予算の各項の内容を明らかにした
歳入歳出予算事項別明細書及び給与費の内訳を
明らかにした給与費明細書
二　継続費についての前前年度末までの支出
額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進
行状況等に関する調書
三　債務負担行為で翌年度以降にわたるものに
ついての前年度末までの支出額又は支出額の見
込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する
調書
四　地方債の前前年度末における現在高並びに
前年度末及び当該年度末における現在高の見込
みに関する調書
五　その他予算の内容を明らかにするため必要
な書類
２　前項第一号から第四号までに規定する書類
の様式は、総務省令で定める様式を基準としな
ければならない。

(予算の調製及び議決)
第二百十一条　普通地方公共団体の長は、毎会
計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議
決を経なければならない。この場合において、
普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始
前、都道府県及び第二百五十二条の十九第一項
に規定する指定都市にあつては三十日、その他
の市及び町村にあつては二十日までに当該予算
を議会に提出するようにしなければならない。
２　普通地方公共団体の長は、予算を議会に提
出するときは、政令で定める予算に関する説明
書をあわせて提出しなければならない。

【提出が義務付けられているもの】

【提出を義務付けられていないもの】

【提出が義務付けられているもの】

【主要な施策の成果を説明する書類】

【提出を義務付けられていないもの】

【その他予算の内容を明らかに

■予算の概要 [→イメージは別紙参照]

主要事業の内容や予算額について、よりわか

りやすく掲載したもので、主な項目は次のとおり。

・予算のポイント

・予算の姿（予算規模、市債残高、普通

建設事業費、扶助費の推移等）

・主な事業

・市民一人あたりのサービスと負担

・行財政改革プランの進捗状況と収支不

足の解消

・中期財政見通し

・その他（市民からの意見など）

■さっぽろのおサイフ
[→イメージは別紙参照]

札幌市の財政状況を分かりやすく解説したも

ので、主な項目は次のとおり。

・札幌市の予算を家計に例えると？

・どうして借金をしなくちゃいけないの？

局別施策の概要

[→イメージは別紙参照]

会計ごと、担当部局ごとに、具体的な事

業名、事業内容、予算額等を掲載したもの
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